
戦傷病者 戦没者遺族 等援護法（ 援護法）の しくみ

戦 傷 病 者 戦 没 者 遺 族 等 援 護 法 （ 以 下 「 援 護 法 」 と い う 。） は 、 軍 人 軍 属 及 び 準 軍 属 の 公

務上 の 傷 病 及 び 死 亡 等 に 関し 、 国 家 補 償 の 精 神 に基 づ き 、 障 害 者 本人 に は障 害 年金 を 、 死

亡者 の 遺 族 に は 遺 族 年 金 ・遺 族 給 与 金 及 び 弔 慰 金を 支 給 し 援 護 を 行う こ とを 目 的と す る 法

律で、昭和 ２７年４月 に制定され ました。

支 給 対 象 者 は 、 国 と 雇 用関 係 又 は 雇 用 類 似 の 関係 に あ っ た 軍 人 軍属 及 び準 軍 属並 び に そ

の遺 族 で す 。 た だ し 、 軍 人に つ い て は 、 昭 和 ２ ８年 ８ 月 に 軍 人 恩 給が 復 活し 、 原則 と し て

恩給 法 が 適 用 に な っ た た め、 遺 族 年 金 や 障 害 年 金の 支 給 対 象 者 は 、主 に 恩給 法 に該 当 し な

い軍人、軍 属及び準軍 属並びにそ の遺族となっ ています。

（身分） （在職期 間） （公務・ 勤務関連傷 病）

(戦争当時に ) 軍人軍 属 公務上 または勤務

軍 人 就職 から退職まで の期間 に関連 して受傷・

軍 属 準軍属 り病

準軍 属 業務 に従事中の期 間

障害 年金を支給 一定以上の 障害を有す る障害者本 人

遺族年 金・遺族給 与金 死 亡者の遺族

・弔慰 金を支給


